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下北地域広域行政事務組合議会第７０回臨時会会議録

議事日程 令和６年７月９日（火曜日）午前１０時開会・開議

◎ 諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 議案一括上程、提案理由の説明

（１）議案第 ７号 財産の取得について

（むつ消防署水槽付消防ポンプ自動車）

（２）議案第 ８号 青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び青森県市町村総合事務組

合規約の変更について

（３）報告第 ３号 令和５年度下北地域広域行政事務組合一般会計継続費繰越計算書

（４）報告第 ４号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（下北地域広域行政事務組合消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する条例）

（５）報告第 ５号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（令和５年度下北地域広域行政事務組合一般会計補正予算）

第４ 議案審議（質疑、討論、採決）

（１）議案第 ７号 財産の取得について

（むつ消防署水槽付消防ポンプ自動車）

（２）議案第 ８号 青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び青森県市町村総合事務組

合規約の変更について

（３）報告第 ３号 令和５年度下北地域広域行政事務組合一般会計継続費繰越計算書

（４）報告第 ４号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（下北地域広域行政事務組合消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する条例）

（５）報告第 ５号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（令和５年度下北地域広域行政事務組合一般会計補正予算）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（佐藤広政） ただいまから下北地域広域行

政事務組合議会第70回臨時会を開会いたします。

ただいまの出席議員は21人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

諸般の報告◎

〇議長（佐藤広政） 議事に入る前に、諸般の報告

を行います。

監査委員から、地方自治法第235条の２第３項

の規定に基づく例月出納検査の結果報告がありま

した。なお、関係書類は事務局に保管してありま

すので、ご閲覧願います。

以上で諸般の報告を終わります。

本日の会議は議事日程により議事を進めます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（佐藤広政） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第82条の規定によ

り、３番櫻田秀夫議員及び15番 島巨議員を指名

いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（佐藤広政） 次は、日程第２ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１

日としたいと思います。これにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は本日１日と決定いたしました。

◎日程第３ 議案一括上程、提案理由

の説明

〇議長（佐藤広政） 次は、日程第３ 議案一括上

程、提案理由の説明を行います。

議案第７号 財産の取得についてから報告第５

号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるこ

とについてまでの５件を一括上程いたします。

。 。管理者から提案理由の説明を求めます 管理者

（山本知也管理者登壇）

〇管理者（山本知也） おはようございます。ただ

いま上程されました２議案３報告について、提案

理由及び内容の概要をご説明申し上げ、ご審議の

参考に供したいと存じます。

はじめに、議案第７号 財産の取得についてで

ありますが、本案は、むつ消防署に配備しており

ます水槽付消防ポンプ自動車の老朽化に伴い更新

するためのものであります。

次に、議案第８号についてでありますが、本案

は、青森県市町村総合事務組合について、共同処

理する事務のうち市町村税等の滞納整理に関する

事務に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法

律に規定する森林環境税に係る徴収金を加えるこ

とから、組合の共同処理する事務の変更及び組合

規約の変更について、関係地方公共団体と協議す

るためのものであります。

次に、報告第３号についてでありますが、これ

は、令和５年度下北地域広域行政事務組合一般会

計において、継続費を設定しております大間署庁

舎建設事業に係る逓次繰越について、報告するも

のであります。

次に、報告第４号 専決処分した事項の報告及
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び承認を求めることについてでありますが、本案

は、令和６年７月１日に供用を開始した大間消防

署の位置の変更に伴い、所要の改正を行ったもの

であります。

次に、報告第５号についてでありますが、これ

は、令和５年度下北地域広域行政事務組合一般会

計補正予算でありまして、事業費の確定及び決算

見込みにより、関係予算を専決処分したものであ

ります。

以上をもちまして、上程されました２議案３報

告について、その大要を申し上げましたが、細部

につきましては、議事の進行に伴いましてご質問

により詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決及び

ご承認賜りますようお願い申し上げる次第であり

ます。

〇議長（佐藤広政） これで提案理由の説明を終わ

ります。

なお、議員の皆様には事前に議案をお配りして

おりますことから、議案熟考の時間は設けません

ので、ご了承願います。

◎日程第４ 議案審議（質疑、討論、

採決）

〇議長（佐藤広政） 次は、日程第４ 議案審議を

行います。

◇議案第７号

〇議長（佐藤広政） まず、議案第７号 財産の取

得についてを議題といたします。

本案は、むつ消防署に配備の水槽付消防ポンプ

自動車を老朽化に伴い、更新するためのものであ

ります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） 質疑なしと認めます。以上で

議案第７号の質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第７号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８号

〇議長（佐藤広政） 次に、議案第８号 青森県市

町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び

青森県市町村総合事務組合規約の変更についてを

議題といたします。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） 質疑なしと認めます。以上で

議案第８号の質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第８号は原案のとおり可決されました。

◇報告第３号

〇議長（佐藤広政） 次に、報告第３号 令和５年

度下北地域広域行政事務組合一般会計継続費繰越
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計算書を議題といたします。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） 質疑なしと認めます。以上で

報告第３号の質疑を終わります。

報告第３号については文書のとおりであります

ので、ご了承願います。

◇報告第４号

〇議長（佐藤広政） 次に、報告第４号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについてを

議題といたします。

本案は、下北地域広域行政事務組合消防本部及

び消防署設置条例の一部を改正する条例について

報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） 質疑なしと認めます。以上で

報告第４号の質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第４号は原案のとおり承認されました。

◇報告第５号

〇議長（佐藤広政） 次に、報告第５号 専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについてを

議題といたします。

本案は、令和５年度下北地域広域行政事務組合

一般会計補正予算について報告及び承認を求める

ものであります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。６番野中貴健議員。

〇６番（野中貴健） おはようございます。報告第

５号、補正のほうにちょっと質疑、通告していま

せんが、いたします。

補正額が11億7,335万4,000円の減額としていた

のですけれども、その主な要因の詳細をお願いい

たします。

〇議長（佐藤広政） 事務局長。

〇事務局長（中村昭男） お答えいたします。

減額補正11億の主な要因といたしましては、ま

ず塵芥処理費のアックスグリーンＬＰＧ費電気料

負担金ですが、これは令和５年度の当初予算編成

時点で電気料金の価格の高騰が起きておりました

ので、不足とならないように高い単価で積算し、

予算措置いたしました。また、その後に実施され

た政府などによる価格高騰対策により、予想より

も低価格で推移したことで、最終的には３億

1,700万円の執行残となっております。

、 、 、次に し尿処理費のほうですが これも同様で

むつ衛生センターの電気料が4,350万円の執行残

となっております。

次に、ごみ処理施設整備事業費のほうですが、

工事請負費で令和２年度に事業の継続費を設定し

た際に、その後の物価高騰によるインフレスライ

ドへの対応や、設計協議を進める中で大きく工事

内容を変更する必要が生じた際に、事業を止める

ことなく迅速に変更契約に対応できるよう、あら

かじめ令和５年度分の継続費を、総事業費の約１

割程度に当たる10億円を変動分として見込み、予

算措置しておりました。実際に令和５年度中にイ
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ンフレスライド条項の適用による変更契約やＪＲ

大湊線の近接工事に伴う鉄道見張員等の配置に係

る委託料に支出はしておりますが、結果的に６億

8,100万円の執行残となっております。

これらの理由から、衛生費で10億7,450万円の

減額補正、そのほか、議会費ほか消防費などを合

わせて全体で合計11億7,335万4,000円の減額補正

となっております。

以上です。

〇議長（佐藤広政） ６番野中貴健議員。

〇６番（野中貴健） ご説明ありがとうございまし

た。ほとんどが衛生費、約10億の補正なのですけ

れども、減額補正だから、それはいいのでしょう

けれども、とはいえ、時代背景がそうなのでしょ

うけれども、これだけの減額補正をする、予測は

なかなか難しい時代ですけれども、その辺をどう

いうふうに検討していたのか、ちょっと１点だけ

再度お伺いします。

〇議長（佐藤広政） 事務局長。

〇事務局長（中村昭男） お答えいたします。

先ほどもご説明いたしましたとおりですが、ア

ックスグリーン・むつ衛生センターの電気料など

につきましては、予算編成後の政府の価格高騰対

策が実施されたということで、結果的に電気料金

が軽減されまして不用額となったもので、施設を

維持管理する側の積算としては、積算当時の実勢

価格といいますか、それを考慮した積算としては

適当であったと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

そのほか新ごみ処理施設整備事業に係る継続費

につきましても、令和６年４月の供用開始は必ず

確保しなければならないということがありまし

て、事業を止めることなく確実に進める必要があ

、 、るということから インフレスライド条項の適用

設計変更などの対応を想定しての予算措置という

ことで、適当であったと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（佐藤広政） これで野中貴健議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） 質疑なしと認めます。以上で

報告第５号の質疑を終わります。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（佐藤広政） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第５号は原案のとおり承認されました。

◎閉会の宣告

〇議長（佐藤広政） これで本臨時会に付議された

事件は、全て議了いたしました。

以上で下北地域広域行政事務組合議会第70回臨

時会を閉会いたします。

閉会 午前１０時１５分
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署 名
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下北地域広域行政事務組合議会議長 佐 藤 広 政

下北地域広域行政事務組合議会議員 櫻 田 秀 夫

下北地域広域行政事務組合議会議員 島 巨



参 考 資 料
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下北地域広域行政事務組合議会第７０回臨時会会期日程表

日 程 月 日 曜日 会 議 区 分 会 議 内 容

開 会

◎ 諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第 １ 日 ７月９日 火 本 会 議 第２ 会期の決定

第３ 議案一括上程、提案理由の説明

第４ 議案審議（質疑、討論、採決）

閉 会
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議 案 等 一 覧 表

（管理者提出議案）

議案番号等 件 名 議決月日 審議結果

財産の取得について
７ ７月 ９日 原案可決

（むつ消防署水槽付消防ポンプ自動車）

青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及
８ ７月 ９日 原案可決

び青森県市町村総合事務組合規約の変更について

令和５年度下北地域広域行政事務組合一般会計継続費繰
報告３ ７月 ９日 報 告

越計算書

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

報告４ （下北地域広域行政事務組合消防本部及び消防署設置条 ７月 ９日 承 認

例の一部を改正する条例）

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて
報告５ ７月 ９日 承 認

（ ）令和５年度下北地域広域行政事務組合一般会計補正予算


